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本日の目標

 「地域医療介護総合確保基金」が本講座の柱「ロジック
モデル」において、どのあたりに位置づけられるのか、ま
た、どのような評価に利用し得るのか、感覚を掴んでい
ただきたいと思っています。

 基金事業「見える化」の可能性について、イメージを
持っていただきたいと思っています。
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まず、講座全体における「基金」事後評価書の立ち位置

出所：「基礎レクチャー： ロジックモデルを活用した進捗評価」（hanioka.org）
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基金って何？①

出所：乃木坂スクール「全国の新しい『医療計画』と『がん計画』を読み解く」 ミニ発表資料（2018/6/8）

「基金」の起源をたどると、『社会保障制度改革国民会議』に至ります。

『医療・介護サービスの提供体制改革』推進に向けた手段の一つ（財政支援）。
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基金って何？②

国民会議報告書「社会保障制度改革の青写真」にて、
『ご当地医療』を実現する手段として『基金方式』の可能性

が言及されました。
また、消費税増収分を財源として活用することが検討されるべき、とも言及されています。

出所：乃木坂スクール「全国の新しい『医療計画』と『がん計画』を読み解く」 ミニ発表資料（2018/6/8）
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基金って何？③

地域差を踏まえ、地域ごとに異なる課題への対応に焦点があてられ、そのため
の支援が重要視されていた。

出所：乃木坂スクール「全国の新しい『医療計画』と『がん計画』を読み解く」 ミニ発表資料（2018/6/8）

7



© 2025 Medysis Co., Ltd.

基金って何？④

「地域医療介護総合確保基金」は、医療・介護分野の改革支援を目的として創
設された重要な施策の一つ。

出所：乃木坂スクール「全国の新しい『医療計画』と『がん計画』を読み解く」 ミニ発表資料（2018/6/8）
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「基金」はどこで議論されているの？

出所：「地域における医療及び介護を総合的に確保するための仕組み」（第１回医療介護総合確保促進会議）

「基金」は、「医療介護総合確保推進法」第6条で規定されており、「基金の使途及び配分等」については、 「医
療介護総合確保促進会議」（保健局実施検討会）で議論されます。
また、「医療介護総合確保促進会議」は、「基金」に関する議論の場であると同時に、医療計画や介護保険事
業（支援）計画の上位指針となる『総合確保方針』の作成および変更に関する重要な役割も担っています。
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基金そのものではないが、建付けを再確認

総合確保方針

介護保険法で定める
基本指針

医療法で定める
基本方針

介護保険事業
（支援）計画

医療計画
医療介護総合確保

推進法に基づく
計画

医療介護総合確保
基金

出所：「地域における医療及び介護を総合的に確保するための仕組み」（第１回医療介護総合確保促進会議）を基に作成

医療介護総合確保推進法

主に規定する法律

医療法

介護保険法

「基金」及び「総合確保方針」は「医療介護総合確保推進法」第6条及び第3条で規定されており、
「医療介護総合確保促進会議」にて、一体的に議論されています。

出所：「医療介護総合確保促進会議開催要綱」

11



© 2025 Medysis Co., Ltd.

医療・介護計画で事業財源への言及は見当たらないが。。
多くの都道府県では、医療計画・介護計画における個別事業の主な財源として、地方税や地方交付税などの
一般財源のほか、医療提供体制施設整備交付金等の国庫補助金を活用しています。
さらに、平成26年度に創設され、施設整備や人材確保、在宅サービス支援など幅広い施策に利用可能な「地
域医療介護総合確保基金」が、重要な資金源として位置づけられています。
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基金の予算規模

出所：「地域医療介護総合確保基金の執行状況、令和５年度交付状況等及び令和６年度内示状況について（報告）」
（第21回医療介護総合確保促進会議）

予算額は、国負担分（2/3）および都道府県負担分（1/3）の合計は、平成26年の制度発足以来、総額で

2兆1,488億円
に至っています。
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基金の目的と対象事業区分

出所：「事業カテゴリと事業区分（ご当地医療実現に向けて）」（Medysis）

令和7年度時点における「地域医療介護総合確保基金」の対象事業区分は、下記の7区分となります。
令和3年度に事業区分「Ⅰ-２」が追加され、それに伴い従来の「Ⅰ」は「Ⅰ-１」となりました。

基金の戦略的な活用により、以下の二つの重要な概念の実現が加速すると期待されています：
- 地域医療構想（ビジョン）：地域の医療ニーズに応じて医療機関の役割を明確にし、効率的で質の高い医療提供体制を構築

- 地域包括ケアシステム：高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、医療、介護、予防、生活支援、住まいを一体的に提
供する仕組みを構築

これらの取り組みにより、各地域の実情に応じた持続可能な医療・介護システムの確立が目指されています。
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各事業区分の概要（医療：Ⅰ-１）
【病床機能分化・連携推進事業】

【正式名】Ⅰ-１.地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
【概要】急性期病床から回復期病床への転換をはじめ、地域医療構想達成に向けた病床機能の分化及
び連携推進を目的とした施設・設備整備への助成を行います。

※）「医療介護総合確保促進会議」において事務局が事業例を示すことがありますが、これらは数百～千以上の事業の中から選ばれた一例であ
り、全体の代表例としての選定基準が示されていない点にご留意ください。

15
出所：「地域医療介護総合確保基金の執行状況、令和５年度交付状況等及び令和６年度内示状況について」（第21回医療介護総合確保促進会議）



© 2025 Medysis Co., Ltd.

各事業区分の概要（医療：Ⅰ-２）
【病床機能再編支援事業】

【正式名】Ⅰ-２.地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
【概要】地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的に行
われる病床減少を伴う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等の取組に対する助成を行う。

※）「医療介護総合確保促進会議」において事務局が事業例を示すことがありますが、これらは数百～千以上の事業の中から選ばれた一例であ
り、全体の代表例としての選定基準が示されていない点にご留意ください。

16
出所：「地域医療介護総合確保基金の執行状況、令和５年度交付状況等及び令和６年度内示状況について」（第21回医療介護総合確保促進会議）
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各事業区分の概要（医療：Ⅱ）
【在宅医療推進事業】

【正式名】Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業
【概要】地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制を確
保するための支援等、在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う。

※）「医療介護総合確保促進会議」において事務局が事業例を示すことがありますが、これらは数百～千以上の事業の中から選ばれた一例であ
り、全体の代表例としての選定基準が示されていない点にご留意ください。

17
出所：「地域医療介護総合確保基金の執行状況、令和５年度交付状況等及び令和６年度内示状況について」（第21回医療介護総合確保促進会議）
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各事業区分の概要（医療：Ⅳ）
【医療従事者確保事業】

【正式名】Ⅳ.医療従事者の確保に関する事業
【概要】医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成するこ
とにより、医師、看護師等の地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進する。

※）「医療介護総合確保促進会議」において事務局が事業例を示すことがありますが、これらは数百～千以上の事業の中から選ばれた一例であ
り、全体の代表例としての選定基準が示されていない点にご留意ください。

18
出所：「地域医療介護総合確保基金の執行状況、令和５年度交付状況等及び令和６年度内示状況について」（第21回医療介護総合確保促進会議）
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各事業区分の概要（医療：Ⅵ）
【勤務医労働時間短縮事業】

【正式名】Ⅵ.勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
【概要】医師の労働時間短縮を図るため、労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制
整備に取り組む医療機関に対する助成を行う。

※）「医療介護総合確保促進会議」において事務局が事業例を示すことがありますが、これらは数百～千以上の事業の中から選ばれた一例であ
り、全体の代表例としての選定基準が示されていない点にご留意ください。

19
出所：「地域医療介護総合確保基金の執行状況、令和５年度交付状況等及び令和６年度内示状況について」（第21回医療介護総合確保促進会議）
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各事業区分の概要（介護：Ⅲ）
【介護施設等整備事業】

【正式名】Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）
【概要】地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サー
ビス提供体制の整備を促進するための支援を行う。

※）「医療介護総合確保促進会議」において事務局が事業例を示すことがありますが、これらは数百～千以上の事業の中から選ばれた一例であ
り、全体の代表例としての選定基準が示されていない点にご留意ください。

20
出所：「地域医療介護総合確保基金の執行状況、令和５年度交付状況等及び令和６年度内示状況について」（第21回医療介護総合確保促進会議）
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各事業区分の概要（介護：Ⅴ）
【介護従事者確保事業】

【正式名】Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業
【概要】多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇改善の観点から、介護従事者の確保対
策を推進する。

※）「医療介護総合確保促進会議」において事務局が事業例を示すことがありますが、これらは数百～千以上の事業の中から選ばれた一例であ
り、全体の代表例としての選定基準が示されていない点にご留意ください。

21
出所：「地域医療介護総合確保基金の執行状況、令和５年度交付状況等及び令和６年度内示状況について」（第21回医療介護総合確保促進会議）
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国負担分の事業区分別予算推移

出所：「各部局の予算案の概要（厚生労働省所管予算案関係）」（医政局・老健局）を基に作成

注）
区分別データは
「部局別資料」

に内訳記載なし

H26～H29は、
各年602億円

Ⅲ、Ⅴを追加

Ⅰ-1、Ⅱ、Ⅳが創設

（億円）

Ⅵを追加

Ⅰ-2を追加

「医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援」として計上
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事業区分別交付額推移

出所：「地域医療介護総合確保基金の交付状況等について」（第4、5、7、11、12、13、14、15、16、20、21回医療介護総合確保促進会議）を基に作成

（億円）

令和5年度補正「コロナ関連のかかり増し費用」手当分を含む

補正予算分を含む
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国と都道府県の役割分担（１）

１．国（厚生労働省）の役割 
 基金の制度設計と全体方針の策定

 総額予算の決定と都道府県への配分額の決定

 都道府県計画の審査と承認

 事業の実施状況や成果の評価

 制度全体の見直しと改善

２．都道府県の役割 
 基金の設置と管理

 都道府県計画の策定

 地域の実情に応じた事業の選択と予算配分

 事業の実施と評価

 市町村との連携

地域医療介護総合確保基金の運営は、国と都道府県の緊密な連携によって行われています。
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国と都道府県の役割分担（２）

３．協議と調整のプロセス
地域医療介護総合確保基金の予算配分プロセスは、以下の手順で
進められます：

①国による予算総額の決定
⚫ 厚生労働省は、毎年度の予算編成過程で基金の総額を決定します。

⚫ この総額の財源は消費税増収分です。

②都道府県計画の策定と提出
各都道府県は、以下の関係者から幅広く意見を聴取し、地域の医療・介
護ニーズに基づいた計画を策定し、国へ提出します。この計画には、具
体的な事業内容と必要な予算額等が含まれます。

⚫ 市町村長、医療・介護サービスの利用者、医療保険者、医療機関、介
護サービス事業者、診療・調剤に関する学識経験者の団体、その他の
関係団体、学識経験者等

③国による計画の審査と交付額の決定
⚫ 厚生労働省は、各都道府県から提出された計画を審査します。

⚫ 審査結果に基づき、各都道府県への交付額を決定します。

⚫ 必要に応じて、都道府県に計画の修正や追加説明を求めることがあり
ます。

26
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国と都道府県の役割分担（３）
４．財政負担の分担

 基金の財源は、国が3分の2、都道府県が3分の1を負担します。
 都道府県は、国からの交付金と自己負担分を合わせて基金を造成します。
 各年度終了時に、実施状況報告に基づき、基金残高のうち「当該年度及び翌

年度以降に使用見込みがない額」について、過払い受領額として返還を求め
ることがあります。

５．PDCAサイクル（事業評価）の実施
 国における取組： 

 都道府県計画に記載された目標の達成状況と事業の実施状況を『検証』し、都道府県
に対して推奨事項や改善点について必要な助言を行います。

 より効果的な基金の配分と事業実施のため、適切な評価指標を設定します。

 都道府県における取組： 
 都道府県計画を作成し、基金を活用して事業を実施する際、各年度に事業ごとの実施

状況を把握・点検します。
 都道府県計画または市町村計画で設定した目標の達成状況と事業の実施状況に関

する『事後評価』を行い、その結果を国に提出するとともに公表します。
出所：「総合確保方針」（令和5年3月17日一部改正）を参考に作成

６．情報共有と好事例の普及
 国は、各都道府県の取り組みや成果を集約し、好事例を全国に共有します。
 国による好事例公表の例：「医療と介護の連携に関する報告書等」
 都道府県は、他地域の事例を参考にしつつ、自地域に適した形で取り入れま

す。

27
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基金の事業評価（事後評価）

出所：「地域医療介護総合確保基金事業の評価指標の検討状況について（報告）」（第7回医療介護総合確保促進会議）

事務局は、第7回会議において、 地域医療総合確保基金の事後評価の概要を以下のように説明。

・ 各都道府県は事後評価を実施し、その結果を審議会等で検討後、国に提出。
・ 国は都道府県から提出された評価結果を検証し、目標達成状況と事業実施状況を確認。必要に応じて都道府県に助言。
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基金の事業評価（アウトカム指標の考え方）

出所：「泉田参考人提出資料」（第7回医療介護総合確保促進会議）

研究班は、第7回会議において、アウトカム指標の考え方を以下のように説明。

1. アウトプットとアウトカムの関係：
    ・ 基金事業の実施によるアウトプット（直接的な結果）は明確。
    ・ 一方、アウトカム（患者や地域への効果）は、基金事業以外の要因にも影響。

2. アウトカムへの影響要因：
    ・ 医療計画、その他の計画、都道府県独自事業、予期せぬ要因
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基金の事業評価（PDCA）

出所：「事後評価の改善について（平成28年度事後評価等を踏まえて）」（第12回医療介護総合確保促進会議）

事務局は、第12回会議において、PDCAサイクルを以下のように説明。

Plan（計画）： 地域の関係者の意見を聴取し、都道府県計画・市町村計画を策定。
Do（実行）： 策定された計画に基づき、基金事業を適切に実施。
Check（評価）： 計画の目標達成状況を検証し、事後評価を実施。この過程で、改善の方向性等を把握。
Action（改善）： 評価結果を踏まえ、翌年度以降の計画をより良いものに改善。
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基金に対する監査機関等によるこれまでの指摘等

 総務省の行政評価・監視

 （平成30年6月公表の報告書）

 財務省主計局の予算執行調査

 （令和2年10月公表の総括調査票）

 内閣官房の行政事業レビュー・公開プロセス

 （令和4年6月2日）
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総務省の行政評価・監視（平成30年6月）
 「基金事業計画に基づく整備事業の事後評価の徹底」に関する「所見（勧告要旨）」： 

 「介護人材の確保に係る目標の設定及びその事後評価の推進」に関する「所見（勧告要旨）」： 

 厚生労働省の対応：
 通知文書発出（平成30年7月10日）

添付の様式例において、事後評価における目標達成状況の記載内容を充実化。

 通知文書発出（平成30年7月24日）
都道府県に対し、事後評価における目標達成状況の毎年度の点検と、未達成の場合の原因分析及び改善方向の明記を要請した。併せて、
適切な事後評価の実施を支援するため「都道府県計画事後評価チェックリスト」を提供し、その活用を促進。

 第12回医療介護総合確保促進会議（平成30年9月14日）
都道府県が各事業の効果的な目標を設定できるよう、アウトプット指標とアウトカム指標を含む評価指標案を提示。

 通知文書発出（平成31年4月26日）
都道府県が効果的な目標を設定できるよう、各事業に対応する評価指標（アウトプット指標とアウトカム指標）の例を正式に提示。

出所：「事後評価の改善について（平成28年度事後評価等を踏まえて）」（第12回医療介護総合確保促進会議）

厚生労働省は、地域の実態やニーズを的確に反映した介護保険サービスの整備を計画的かつ着実に進める観点から、
基金事業計画に基づく介護保険サービスの整備のための事業については、それを行う都道府県等に対し、各年度にお
ける事後評価の的確な実施及び未達成の場合の原因等の分析の徹底を図るよう要請する必要がある。

厚生労働省は、介護人材を着実に確保する観点から、都道府県において人材確保に向けた取組の進捗管理が的確に
行われるよう、次の措置を講ずる必要がある。
① 介護保険事業支援計画については、都道府県における各年度の介護人材の確保に係る定量的な目標の設定や当
該目標の達成状況の点検・評価の実施状況を把握し、効果的な目標設定や点検･評価の方法について都道府県に情報
提供すること。 また、介護保険事業支援計画において定められた介護人材の確保に係る目標の達成状況を毎年度点検
し、未達成の場合はその原因等の分析の徹底を図るよう都道府県に助言すること。
② 基金事業計画については、都道府県における各年度の介護人材の確保に係る定量的な目標の設定や当該目標の
達成状況の点検・評価の実施状況を把握し、効果的な目標設定や点検･評価の方法について都道府県に情報提供する
こと。 また、基金事業計画において定められた介護人材の確保に係る目標の達成状況を毎年度点検し、未達成の場合
はその原因等の分析の徹底を図るよう都道府県に要請すること。

出所：「勧告に対する改善措置状況（1回目のフォローアップ）の概要」（総務省）

出所：「勧告に対する改善措置状況（1回目のフォローアップ）の概要」（総務省）
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財務省主計局の予算執行調査（令和2年10月）

 財務省の「指摘事項」： 
 地域医療構想との関係性・進め方が不明瞭な事業が見受けられた

 基金を用いる必要性が乏しいと疑われる事業も見受けられた

 アウトプット指標の設定が適切か疑わしい事業も見受けられた

 財務省の「今後の改善点・検討の方向性」：
 厚生労働省による計画の事前事後の検証をより一層徹底すべきではないか

 構想の中における事業の位置付けを明確化するなど、要件の見直しが必要ではないか

 各事業について基金による支援の対象外とする具体的要件を明確化すべき

 厚生労働省の対応：
 予算執行調査資料 反映状況票（令和3年1月）

 計画の事前事後の検証を徹底するため、「現地確認を行うなど対策を実施」する

 「地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」の対象範囲を明確化し、「要件
の見直しを行う」

 地域医療情報連携ネットワークについて、「開示医療機関数等に関する最低基準を要件として新たに設定」

 ネットワーク数、カバーする圏域、共有する医療情報の種類、登録患者数や参加医療機関数の「目標値等の設
定の検討を行う」

 事務連絡発出（令和3年3月23日）

出所：「執行状況、令和元年度交付状況等及び令和２年度内示状況について（報告）」（第14回医療介護総合確保促進会議）

出所：「予算執行調査資料 反映状況票（令和３年度予算政府案）」（財務省）
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内閣官房の行政事業レビュー・公開プロセス（令和4年6月）
 有識者による「評価結果」：事業全体の抜本的改善

 評価区分は、廃止／事業全体の抜本的な改善／事業内容の一部改善／現状通り、の4区分
 6名の外部有識者のうち3名が「事業全体の抜本的改善」、3名が「事業内容の⼀部改善」の評価

 有識者の「とりまとめコメント」：

 有識者のコメント：

 厚生労働省の方針：
 地域医療構想の実現に向けて担当部局において、基金の執行状況の改善、効率的な運用について対応を検討する。

出所：「執行状況、令和３年度交付状況等について（報告）」（第16回医療介護総合確保促進会議）

出所：「公開プロセス（令和４年度）『外部有識者のコメント』」（厚生労働省）を基に作成

1. 評価と目標設定の問題：
基金の支出自体が目標ではなく、地域医療構想の目標達成度を評価すべき／執行率よりも、地域医療構想の遂行と合わせて検討すべき／地域による

執行率の差異が大きく、地域特性に合わせた事業計画が不十分

2. 執行率と予算管理の課題：
執行済み金額が低調で、執行予定額を申請させることで執行率を高く見せている／具体的な執行予定のない基金提供は問題であり、予算削減を検討

すべき／施設整備関係の執行率が特に低い

3. 基金制度の改善提案：
未執行状態の長期継続や地域医療構想への寄与を確認し、制度を検証すべき／「執行予定額」の客観的・統一的な定義が必要／対象事業間の流用

を認めるなど、柔軟な運用を検討すべき

4. 地域医療構想実現への課題：
都道府県による病院機能再編のマネジメントが困難／国の直接支援や個別案件ごとの予算申請方式の検討／都道府県の人材・ノウハウ不足への対応

が必要

5. 改善の方向性：
アウトカム指標の再設定（短期的な数値目標など）／地域の特性と問題点を絞り込み、解決手法の実例を提示／人材確保や研修など、使いやすい項目

への偏重を是正

6. その他の提案：
都道府県のニーズをより詳細に把握し、対応を検討／類似した課題を持つ自治体間で情報共有を促進／人への投資を重視し、柔軟な資金使用を検討

地域医療構想の進捗状況と基金執行状況の連携：都道府県の地域医療構想の進捗に応じて交付金を交付することを検討すべき
地域間の執行率の差への対応：特に医療機関の施設・設備整備事業における地域間の執行率の差について、その原因や地域の実情を踏
まえ、国による重点的な支援策を検討する必要がある
執行予定額の精査：都道府県から報告される執行予定額について、国が一定の基準を設けて精査すべき
基金事業の支援内容の見直し：現行の基金事業における支援内容が十分かどうか、都道府県等の意見を踏まえて見直しを検討すべき
基金の対象事業間での流用：基金の効果的な運用を図るため、対象事業間での流用を認めることについて検討すべき

出所：「公開プロセス（令和４年度）『コメント結果』」（厚生労働省）を基に作成
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基金に関わる「計画書」・「事後評価書」の公表

都道府県宛の「留意事項」において、「計画書」や「事後評価書」の提出は義務付けられて
いるが、別紙を素直に解釈すると公表については努力義務にとどまると読み取れる。
また、都道府県のウェブサイトでは、公表の更新が滞っているケースも見受けられる。

第１ 都道府県計画及び市町村計画の作成に関する事項
 ３ 都道府県計画及び市町村計画の作成に係る手順

「留意事項」 抜粋

出所：「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく都道府県計画及び市町村計画並びに
地域医療介護総合確保基金の令和６年度の取扱いに関する留意事項について」（厚生労働省：令和6年12月24日発）

第３ 都道府県計画及び市町村計画の事後評価に関する事項
「留意事項」 抜粋

「別紙１」表紙
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【ご参考】『都道府県計画』ページへのリンク集

出所：「地域医療介護総合確保基金計画評価マップ」（Medysis）

確保基金 評価

https://medysis.jp/comprehensivefund_plancheckmap

『7次・8次保険医療計画施策マップ』と同様のアプローチで、厚生労働省サイトでオープンになっている
pdfファイルから、年度別の個別事業「計画書」・「事後評価書」を切り出したpdfファイル・コレクションです。
『医療介護総合確保推進法に基づく都道府県計画』ページへのリンク集を兼ねています。

36

https://medysis.jp/comprehensivefund_plancheckmap


© 2025 Medysis Co., Ltd.

一括公表されているウェブサイトは無いの？

厚生労働省は、「医療と介護の一体的な改革」ページで、各都道府県から提出を受けた「計画書」・「事
後評価書」を一括公表しています。
平成２６年度から令和４年度のPDFファイルは、総ページ数約11.6万（Medysis調べ）。

出所：「医療と介護の一体的な改革」（厚生労働省）

注）交付時点の都道府県計画は変更が許容されており、
また、基金の特性上、複数年度にわたる事業が存在するため、
厚生労働省のウェブサイトで公開されている資料は、
都道府県が提出した時点のスナップショットと言えます。
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基金に関わる「計画書」・「事後評価書」ファイル構造

出所：「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく都道府県計画及び市町村計画並びに
地域医療介護総合確保基金の令和６年度の取扱いに関する留意事項について」（厚生労働省：令和6年12月24日発）

全都道府県の「計画書」及び「事後評価書」は、都道府県から厚生労働省に提出され、厚生労働省の
ウェブサイトで公表されています。
計画書及び事後評価書のフォーマットは、「留意事項」通知の中で「別添１」、「別添２」として様式例が示
されています。
厚生労働省のウェブサイトでは、下記のように、計画書と複数年分の事後評価書が一つのPDFファイル
にまとめられ、年度ごとに公表されています。

厚生労働省の計画書公開ウェブサイト 一年度分のPDFファイル構造
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「医療介護総合確保推進法」の「総合確保方針」では？
「総合確保方針」では、『・・・地域住民に対して明確に示される必要がある』と明文化されているが、基金
による個別事業の原資が消費税増収分であることが、どの程度認識されているかは不明確である。
また、事業評価に関して、国が「検証」、都道府県が「評価」と位置づけられているが、国の「検証」につ
いては「医療介護総合確保促進会議」において、たびたび論点となっている。

出所：「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針（総合確保方針）」（厚生労働省）
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【ご参考】「地域住民に対する明示」に関する委員の言及と事務局の回答

出所：「議事録」（第21回医療介護総合確保促進会議）

令和7年3月3日に開催された『第21回医療介護総合確保促進会議』において、以下のような市民側委
員と事務局間のやり取りがありました。
「総合確保方針」にて明文化されている『・・・地域住民に対して明確に示される必要がある』という論点
に関して、事務局は、各都道府県が各種媒体を通じて広報しているとの回答をしています。しかし、実
際に市民に対する周知の状況については、十分でない可能性があるとの指摘も見受けられます。

Ｙ

Ｙ
Ｎ
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研究報告書における個別事業「計画書」フォーマット
計画書および評価書のフォーマットは、厚生労働科学研究費補助金事業「地域医療介護総合確保基金の評価等に関する研究」の
成果に基づいて大幅な変更が加えられました。
この変更は、「第7回医療介護総合確保促進会議」で示され、標準指標とともに新しいフォーマットが採用されるようになりました。
ただし、留意事項通知文書で示されているフォーマットと異なる様式を使用している都道府県もあります。

平成27年度時点個別事業計画書フォーマット 研究班提案個別事業計画書フォーマット

出所：「平成27年度厚生労働科学研究「医療及び介護の総合的な確保に資する基金の効果的な活用のための
持続的な評価と計画への反映のあり方に関する研究」総括研究報告」（第7回医療介護総合確保促進会議）
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研究報告書における個別事業「評価書」フォーマット

平成27年度時点個別事業評価書フォーマット 研究班提案個別事業評価書フォーマット

出所：「平成27年度厚生労働科学研究「医療及び介護の総合的な確保に資する基金の効果的な活用のための
持続的な評価と計画への反映のあり方に関する研究」総括研究報告」（第7回医療介護総合確保促進会議）

計画書および評価書のフォーマットは、厚生労働科学研究費補助金事業「地域医療介護総合確保基金の評価等に関する研究」の
成果に基づいて大幅な変更が加えられました。
この変更は、「第7回医療介護総合確保促進会議」で示され、標準指標とともに新しいフォーマットが採用されるようになりました。
ただし、留意事項通知文書で示されているフォーマットと異なる様式を使用している都道府県もあります。
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現行の個別事業「計画書」・「評価書」標準フォーマット
現行の「計画書」、「評価書」としては、留意事項通知文書を通じて下記フォーマットが示されています。

令和6年度時点個別事業計画書フォーマット 令和6年度時点個別事業評価書フォーマット

出所：「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく都道府県計画及び市町村計画並びに
地域医療介護総合確保基金の令和６年度の取扱いに関する留意事項について」（厚生労働省：令和6年12月24日発）
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研究報告書における評価指標
研究報告書にて、アウトプット指標の指標例が示されています。

出所：「平成27年度厚生労働科学研究「医療及び介護の総合的な確保に資する基金の効果的な活用のための
持続的な評価と計画への反映のあり方に関する研究」総括研究報告：表2」（厚生労働科学研究成果データベース）抜粋
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研究報告書やその後の議論を経て現在の指標例は？

出所：「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく都道府県計画及び市町村計画並びに
地域医療介護総合確保基金の令和６年度の取扱いに関する留意事項について」（厚生労働省：令和6年12月24日発）抜粋

制度発足当初はアウトプット／アウトカムの概念が盛り込まれていませんでした。
現在は留意事項通知の別添として、アウトプット／アウトカムを区分した指標例が示されています。
指標設計にはロジックモデルを前提としていない場合もあります。

【一例】事業区分「Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業」
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基金評価における国と都道府県の役割認識ギャップ

 事務局側（国）のスタンス：基金事業の所管はあくまで都道府県であり、評価は都道府県
例えば、議事録一部抜粋：

 （第12回）「・・・個別の事業ごとに都道府県ごとに評価をしておりますが、それにつきまして、今後、基金全体を含め
てどのような評価のあり方ができるのかということについては、勉強させていただきまして、今後の検討課とさせてい
ただきたいと思います・・・」

 （第15回）「・・・事後評価に関して厚労省が関与しているかということについては、国といたしましては、都道府県に
記載された目標の達成状況及び事業の実施状況についての検証を行いまして、都道府県に対して推奨される事項、
改善を図るべき事項などについて、必要な助言を行っているところでございます・・・」

 委員側（都道府県・各種職能団体）のスタンス：基金全体の評価は国の役割
例えば、議事録一部抜粋：

 （第12回）「・・・事業の事後評価についても、何となく甘いなという感じがしております。・・・評価制度をつくって申請
を出して、そして、事業をやってもらって、その評価に基づいた形で進捗状況を各都道府県で管理をしていただい
て、そして、その年が終わったら報告をしてもらうという形になっているのですけれども、ただ、このやり方だと、その
間のチェック機能とかそういうのがまだまだ足りないのではないかなという印象を受けます・・・」

 （第15回）「・・・これは先に申し上げた形で使われているのではないかという検証、それを都道府県で検証するという
ことになれば、都道府県内で認めた事業ですから、その検証をしようがないところもありますし、基金が間違った方向
で使われているのではないかという検証をどこでやるのか。この会議でなければ、しっかりと事例として検証していく
方法を考えられないのではないかと思いますが・・・」

基金に関しては、「医療介護総合確保促進会議」の設立以来、評価方法や事業の透明性
向上について継続的に議論が行われてきました。特に、事業評価の「見える化」が重要な
課題として強調されてきています。
しかし、過去21回開催された会議において、国が評価するとの言及はありません。

過去21回の議事録に目を通すと、未だ、基金の評価についてどこが担うのかが整理されていない印象。

出所：「医療介護総合確保促進会議」を基に作成
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過去21回の日程

年度 回数 開催日 （和暦）

令和6年度 第21回 2025年3月3日 （令和7年3月3日）

令和5年度 第20回 2024年1月17日 （令和6年1月17日）

令和4年度 第19回 2023年2月16日 （令和5年2月16日）

第18回 2022年12月16日 （令和4年12月16日）

第17回 2022年9月30日 （令和4年9月30日）

第16回 2022年7月29日 （令和4年7月29日）

令和3年度 第15回 2021年10月11日 （令和3年10月11日）

令和2年度 第14回 2020年11月11日 （令和2年11月11日）

令和元年度 第13回 2019年11月6日 （令和元年11月6日）

平成30年度 第12回 2018年9月14日 （平成30年9月14日）

平成29年度 第11回 2017年9月7日 （平成29年9月7日）

平成28年度 第10回 2016年11月28日 （平成28年11月28日）

第９回 2016年11月14日 （平成28年11月14日）

第８回 2016年10月31日 （平成28年10月31日）

第７回 2016年7月4日 （平成28年7月4日）

平成27年度 第６回 2016年3月9日 （平成28年3月9日）

第５回 2015年10月28日 （平成27年10月28日）

平成26年度 第４回 2015年3月6日 （平成27年3月6日）

第３回 2014年9月8日 （平成26年9月8日）

第２回 2014年8月29日 （平成26年8月29日）

第１回 2014年7月25日 （平成26年7月25日）

出所：「医療介護総合確保促進会議」を基に作成

直近では、年1回のみの開催。
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累積交付額と執行額

（億円）

出所：「地域医療介護総合確保基金の交付状況等について」（第12、13、14、15、16、20、21回医療介護総合確保促進会議）を基に作成

チャート上の数値は執行率
薄い表示は累積交付額

※）R01以前は、
実績値の執行額（率）ではなく
執行予定額（率）となります。

行政事業レビュー（令和4年6月）以降、執行予定額ではなく執行額が資料に盛り込まれるようになっている。
執行率が低調な事業区分も見られ、予算に何らかの影響を及ぼしている可能性も否定できない状況。

（億円）
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【都道府県別】平成26年度～令和4年度分未執行額

（億円）

出所：「地域医療介護総合確保基金の交付状況等について」（第21回医療介護総合確保促進会議）を基に作成

都道府県ごとに執行率には大きな差があり、地域によって対応状況に偏りが見られる。
事業区分Ⅰ-1『病床機能分化・連携推進事業』は施設・設備の整備を目的としたもので、未執行額も大きいのが特徴である。

チャートの高さは未執行額を示し、
チャート上の数値は執行率を表しています。
色は全国値との執行率の乖離を示しています。

（億円）
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建付けを再確認

総合確保方針

介護保険法で定める
基本指針

医療法で定める
基本方針

介護保険事業
（支援）計画

医療計画
医療介護総合確保

推進法に基づく
計画

医療介護総合確保
基金

出所：「地域における医療及び介護を総合的に確保するための仕組み」（第１回医療介護総合確保促進会議）を基に作成

医療介護総合確保推進法

主に規定する法律

医療法

介護保険法

「基金」及び「総合確保方針」は「医療介護総合確保推進法」第6条及び第3条で規定されており、
「医療介護総合確保促進会議」にて、一体的に議論されています。

出所：「医療介護総合確保促進会議開催要綱」

再掲

ガイドライン：
「医療計画 課長通知」

ガイドライン：
「地域医療介護総合確保基金

留意事項通知」
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ポイント①：厚労省通知の運用上「留意事項」によると

出所：「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく都道府県計画及び市町村計画並びに
地域医療介護総合確保基金の令和６年度の取扱いに関する留意事項について」（厚生労働省：令和6年12月24日発）

注）医療介護総合確保推進法に基づく計画のことであり、
医療計画、介護計画とは異なるものを指している。

一昨年（令和5年10月10日）発の通知から、医療計画課長通知に合わせてロジッ
クモデルのチャートが別添掲載。⇒ロジックモデルの活用が推奨されるように。

【ご参考】医療計画課長通知掲載のロジックモデル

同一
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ポイント②：「留意事項」における各種計画との調和

出所：「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく都道府県計画及び市町村計画並びに
地域医療介護総合確保基金の令和６年度の取扱いに関する留意事項について」（厚生労働省：令和6年12月24日発）

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に基づく「地域医療
介護総合確保計画」は、医療計画（地域医療構想を含む）、介護保険事業（支援）計画な
どの関係計画との調和を保つことが求められている。
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ポイント③：通知「留意事項」の宛先は？

出所：「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく都道府県計画及び市町村計画並びに
地域医療介護総合確保基金の令和６年度の取扱いに関する留意事項について」（厚生労働省：令和6年12月24日発）

直接の宛先は都道府県であるが、
間接的には、実務を担う市区町村

に対する通知とも解釈できる。

医療介護系の
複数担当課連名
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都道府県別所掌範囲（一例）

地域 基金 医療計画 介護支援計画

Ｈ
保健福祉部
－地域医療推進局 地域医療課

同左
－同左

同左
－福祉局 高齢者保健福祉課

Ａ
健康医療福祉部
－医療薬務課

同左
－同左

同左
－高齢福祉保険課

Ｉ
保健医療部
－医療政策課

同左
－同左

福祉部
－長寿福祉課

Ｓ
保健医療部
－医療整備課

同左
－保健医療政策課

福祉部
－高齢者福祉課

Ｎ
福祉保健部
－地域医療政策課

同左
－同左

同左
－高齢福祉保健課

Ｍ
医療保健部
－医療保健総務課

医療保健部
－医療政策課

医療保健部
－長寿介護課

Ｔ
福祉保健部
－健康医療局 医療政策課

医療保健部
－健康医療局 医療政策課

福祉保健部
－さえあい福祉局 長寿社会課

Ｔ
保健福祉部
－医療政策課

同左
－同左

同左
－長寿いきがい課

Ｆ
保健医療介護部
－医療指導課

同左
－同左

同左
－高齢者地域包括ケア推進課

省庁
保険局
－医療介護連携政策課

医政局
－地域医療計画課

老健局
－介護保険計画課

調和（整合性）は、求められる姿（ビジョン）であるが、行政の現場では、業務ボリュームや縦割りによって、難航していると想像。
しかしながら、先日の講義では、横串を強力に推し進めている都道府県のお話が。。。

※）異なる部が所掌しているケースがあるものの、都道府県の組織図を眺めていると、ここ数年、組織再編情報も散見される。

55出所：各都道府県の公式ホームページに掲載されている組織図及び業務分掌規程等を基に作成（令和6年5月調査時点）
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56

医療・介護の橋渡し‐医療介護連携政策課（平成26年）

出所：「医療と介護の連携に係る保険局の組織改革」（厚生労働省）
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『促進会議』における基金事業「見える化」への期待

第15回（令和3年10月11日）「・・・今回、都道府県別の執行額あるいは主な取組例を示していただいています。ただ、
今後、具体的に実施されている事業、メニューの一覧等が各都道府県別に閲覧できれば、今後の事業内容等の詳
細な分析等ができ、都道府県においては現状、事業化メニューはどのような新しいメニューがあるのか等苦慮され
ているところです。また、事業者団体にもどういう工夫があるのかという問合せもあるような状況です。そういう意味で
は、各自治体への働きかけの際の他都道府県の事例等の参考のために、大変な作業かとも思うのですけれども、
今後、ぜひ御配慮をお願いいたしたいと思います・・・」

出所：「医療介護総合確保促進会議（議事録）」を基に作成

第17回（平成4年9月30日）「・・・この基金の効果検証については従来からずっと申し上げてきておりますし、今回こう
いった形でお示しもいただいているわけですけれども、地域医療構想、2025年が取りあえずの終点ということになっ
ておりますが、地域医療構想全体の進捗の評価ということを今後やられることになると思うのですけれども、その際に
併せてこの基金が適切に活用されてきたのかということも含め、事業区分で言うとⅠ－１とかⅠ－２がそれに当たると
思うのですが、適切に活用されたのかどうかということも含めた総合的な検証をお願いしたいと思います・・・」

第21回（令和7年3月3日）「・・・事後評価につきましては、各都道府県が実際行っているというふうに承知しておりま
すが、こうした自己点検とか自己評価は当然必要だと思いますが、併せて、第三者も含めた評価のような、より客観
的な見方で、この基金運用について評価できるような仕組みについても必要ではないかと考えています・・・」

第20回（令和6年1月17日）「・・・この基金事業については効果の検証が極めて重要だと考えております・・・2025年と
いう節目のタイミングで事業の全体について、その執行額だけではなくて、取組の実績とか効果を体系的に整理し
て、総括的に検証する必要があるのではないかなと考えております。そうした総括的な検証を行うことでより効果的
な基金の活用につながるということが期待できるのではないかと思います・・・」

第16回（令和4年7月29日）「・・・政府の政策全般でございますけれども、エビデンスベースでの政策執行が求めら
れているところでございます・・・消費税財源で賄われている基金の活用によって、実際に医療・介護提供体制の基
盤強化にどのような効果があったのか、例えば、基金事業の見える化という観点から、成果指標への到達度合い
等々を示す努力をお願いしたいと申し上げます・・・」

以下は、直近会議の発言に限って抜粋したものです。
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基金事業「見える化」に向けた、試み①

第15回（令和3年10月11日）「・・・今回、都道府県別の執行額あるいは主な取組例を示していただいています。ただ、
今後、具体的に実施されている事業、メニューの一覧等が各都道府県別に閲覧できれば、今後の事業内容等の詳
細な分析等ができ、都道府県においては現状、事業化メニューはどのような新しいメニューがあるのか等苦慮され
ているところです。また、事業者団体にもどういう工夫があるのかという問合せもあるような状況です。そういう意味で
は、各自治体への働きかけの際の他都道府県の事例等の参考のために、大変な作業かとも思うのですけれども、
今後、ぜひ御配慮をお願いいたしたいと思います・・・」

①個別事業「計画書」のデータベース化

2018年（平成30年） 2024年（令和6年）

①個別事業「評価書」のデータベース化

②BIツールでの見える化 ②BIツールでの見える化
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見える化ツール2018年版

平成26年度～平成29年度の個別事業計画書を基に、「資金額」モード、「一人当たり資金
額」モード、「事業一覧」キーワード検索モード、を実装。

出所：「地域医療介護総合確保基金データを用いた基金構造」（Medysis）

確保基金 見える化

https://medysis.jp/prefecturalplansbased-medicalcarefundstructure-visualization-manual

「資金額」モード

「一人当たり資金額[Map]」モード

「一人当たり資金額[Bar]」モード

「事業一覧」キーワード検索モード
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見える化ツール最新版『医療介護基金事業まるみえくん』
平成26年度～令和4年度の個別事業評価書を基に、各種モード、を実装。
クラウド・ファンディングにもチャレンジして、2024年9月に公開。

出所：「医療介護基金事業まるみえくん」（Medysis）

まるみえくん

基金まるみえ

https://medysis.jp/kikin-marumie

評価書に記載される金額は、計画期間の事業費総額。⇒「コスト・パフォーマンス評価」の切り口に。

モバイル版
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『まるみえくん』データベース化対象

平成27年度時点個別事業評価書フォーマット 研究班提案個別事業評価書フォーマット

出所：「平成27年度厚生労働科学研究「医療及び介護の総合的な確保に資する基金の効果的な活用のための
持続的な評価と計画への反映のあり方に関する研究」総括研究報告」（第7回医療介護総合確保促進会議）を加工

データベース化の対象は、以下図表の赤枠で囲んだ項目となります。
平成27年次から令和4年次までの事業評価書は約4.6万件（Medysis調べ）。
なお、当初の事業「評価書」には事業内容の項目がないため、事業「計画書」から該当する事業内容を
補完してデータベースに追加しています。
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【ご参考】確保区域と二次医療圏・老人福祉圏域

医療圏 対応表

https://medysis.jp/secondarymedicalarea-mappingtable

確保基金における事業対象地域の基本単位は、「医療介護総合確保区域」となります。
区域は、『総合確保方針』において「二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を踏
まえて設定するものとする」と記載されており、ほぼ第7次の二次医療圏に一致しています。

二次医療圏 老人福祉圏域
確保区域
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ロジックモデルを中心に据えた調和へのヒント①
医療計画の財源を掘り下げてみるために、長野県の在宅医療の一部事業（施策）にフォーカス。
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ロジックモデルを中心に据えた調和へのヒント②
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ロジックモデルを中心に据えた調和へのヒント③
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ロジックモデルを中心に据えた調和へのヒント④
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【その他活用案】情報活用ビジョン
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その他関連コンテンツ①：『医療介護予算資料集』

出所：「医療・介護施策別予算掲載資料集」（Medysis）

医療介護 施策別予算

https://medysis.jp/categorizedbymeasure_budgetlist

※）閲覧にはメールアドレスの登録が必要です。

出所：「当初予算の要求概要（主要事業一覧）」（N県）

令和5年8月調査時点の各都道府県の医療・介護施策別予算掲載資料集です。
一部の都道府県では、財源が『医療介護総合確保基金』であることが明文化されているケースもあります。
※）基金が医療・介護のどのような事業に展開されているのか識別する手段の一つ。
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その他関連コンテンツ②：『補助事業マップ』

出所：「『地域医療介護総合確保基金』補助事業マップ」（Medysis）

基金 補助事業マップ

https://medysis.jp/comprehensivefund_subsidymap

令和5年8月調査時点の各都道府県の『医療介護総合確保基金』補助事業マップです。
補助事業の公募・意向調査において、財源が『基金』であることが明文化されているケースもあります。

※）閲覧にはメールアドレスの登録が必要です。

出所：「キャリア形成訪問指導事業について（福祉・介護人材確保について）」（N県）
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その他関連コンテンツ③：『計画評価マップ』
再掲

出所：「地域医療介護総合確保基金計画評価マップ」（Medysis）

確保基金 評価

https://medysis.jp/comprehensivefund_plancheckmap

『7次・8次保険医療計画施策マップ』と同様のアプローチで、厚生労働省サイトでオープンになっている
pdfファイルから、年度別の個別事業「計画書」・「事後評価書」を切り出したpdfファイル・コレクションです。
『医療介護総合確保推進法に基づく都道府県計画』ページへのリンク集を兼ねています。
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【ご参考】厚生労働省が事例として取り上げた一例

第15回（令和3年10月11日）「・・・今回、都道府県別の執行額あるいは主な取組例を示していただいています。ただ、
今後、具体的に実施されている事業、メニューの一覧等が各都道府県別に閲覧できれば、今後の事業内容等の詳
細な分析等ができ、都道府県においては現状、事業化メニューはどのような新しいメニューがあるのか等苦慮され
ているところです。また、事業者団体にもどういう工夫があるのかという問合せもあるような状況です。そういう意味で
は、各自治体への働きかけの際の他都道府県の事例等の参考のために、大変な作業かとも思うのですけれども、
今後、ぜひ御配慮をお願いいたしたいと思います・・・」

直近の会議［第２１回（令和7年3月3日）］においても、「執行額あるいは主な取組例」を提示する事務局
資料のスタイルはほぼ変わらず。

ピックアップの基準は不明

出所：「地域医療介護総合確保基金の執行状況、令和５年度交付状況等及び令和６年度内示状況について（報告）」（第21回医療介護総合確保促進会議）
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【ご参考】区分Ⅱの事務局紹介事例「評価書」の一例

出所：「地域医療介護総合確保基金（令和5年度）」（厚生労働省）
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【ご参考】区分Ⅴの事務局紹介事例「評価書」の一例

出所：「地域医療介護総合確保基金（令和5年度）」（厚生労働省）
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おわりに

 以下の2点について、少しでも感覚を掴んでいただけました
でしょうか：

 「地域医療介護総合確保基金」のロジックモデルにおける位置づ
けと評価への活用可能性

 基金事業「見える化」の可能性

 「新たな地域医療構想」と「地域医療介護総合確保基金」

ご清聴ありがとうございました。

出所：「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」（新たな地域医療構想等に関する検討会）抜粋
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本日お話した内容について、その多くは下記から

 講義内容の情報源
 「地域医療介護総合確保基金」解説冊子

https://medysis.jp/comprehensivefund_booklet

 「医療と介護の一体的な改革」（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html

 「医療介護総合確保促進会議」（厚生労働省保険局医療介護連携政策課）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_206852.html

 関連サイト（法令やガイドライン）
⚫ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（医療介護総合確保推進法）

⚫ 医療・介護計画の上位指針

地域における医療・介護を総合的に確保するための基本的な方針（総合確保方針）

⚫ 医療計画の上位指針

医療提供体制の確保に関する基本方針

⚫ 介護計画の上位指針

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
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